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1． はじめに 

本マニュアルは、「せんだいオンライン申請サービス」を利用して、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下、

「長期優良住宅法」という。）に基づく認定申請・完了報告の手続きを行う方に向けて作成したものです。 

 

※手続きを始める前に、必ず下記内容をご確認下さい。 

 

I. 対象手続き 

長期優良住宅法に基づく長期優良住宅建築等計画の認定申請、また、長期優良住宅の建築工事

等が完了した旨の届出が対象となります。 

 

II. 申請・届出期限 

認定申請は工事着手前にご提出下さい。 

申請書類をシステムで受領した後、データの不足があった場合は本市からメールでお知らせし、追加提

出を求める場合があります。 

※手数料納入された日が受付日となります。受付日に工事着手している場合、新築物件としての認定が

受けられず、一部の税制優遇等が適用できないこととなりますので、申請から受付までの期間を見込ん

だ余裕のある申請をお願いいたします。 

完了報告については、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築が完了してから速やかにご提出くだ

さい。 

 

III. 必要な書類データ 

本市の下記ホームページ「認定申請の際の提出書類」、「完了報告の際の提出書類」をご確認のう

え、必要書類を作成、ご準備して申請等手続きを行って下さい。 

【仙台市ホームページ】 

 https://www.city.sendai.jp/kenchikushido-kanri/choukiyuryou/002.html 

 

※添付書類のデータは pdfの形式で準備をお願いいたします。 

 

 

  

https://www.city.sendai.jp/kenchikushido-kanri/choukiyuryou/002.html
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2． 【認定申請】申請方法 

（1） せんだいオンライン申請サービスシステムへアクセスします。 

① 長期優良住宅法のページからアクセスする場合 

「長期優良住宅建築等計画等の認定について」のページから、「長期優良住宅建築等計画等の電子申

請による受付について」へ遷移し、受付フォームにアクセスください。 

 
図 1. 受付フォームのリンク位置 
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② ポータルサイトからアクセスする場合 

インターネットで「せんだいオンライン申請サービス」と入力し検索し、「仙台市電子申請システムの利用に

ついて」にアクセスします。 

「せんだいオンライン申請サービス」の項目からポータルサイトにアクセスします。 

ポータルサイトにアクセスしましたら、検索バーに「長期優良住宅法」と入力し検索すると、 受付フォーム

が検索結果に表示されます。 

 

 

図 2. インターネット検索 

 

図 3. 「仙台市電子申請システムの利用について」トップ 

クリックして下さい。 

クリックして下さい。 
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図 4. ポータルサイトトップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「長期優良住宅法」と入力して検索し

て下さい。 

長期優良住宅法 
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（2） 長期優良住宅法の認定申請等のフォームにアクセスすると、ログイン画面が表示されますので、アカウント登録

が完了している場合は「ログイン」をクリックし ID とパスワードを入力してください。 

アカウント登録をされていない場合は「新規アカウント登録」からアカウント登録に進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

図 5. せんだいオンライン申請サービス ログイン画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. ：（左）ログイン画面、（右）新規アカウント登録画面 

 

  

アカウントがある場合はここを

クリックして下さい。 

アカウントがない場合はここを

クリックして下さい。 

利用者 ID（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）と

パスワードを入力してログ

インして下さい。 

初回ログインの方は、メー

ルアドレスを入力し「アカ

ウント登録用のメールを送

信」をクリックし、届いたメ

ールの案内にしたがって

利用者登録を行って下さ

い。 
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（3） 入力したメールアドレスに申請フォームの案内が送信されるため、URLをクリックして下さい。 

 

 

（4） 内容詳細の注意事項を確認し、申請しようとする住宅の位置（区）を「若林区」と選択して下さい。 

 

図 7. 入力フォームトップ  

「若林区」を選択して下さい。 



 

8 

 

（5） 画面の項目に従って申請内容を選択し、必要書類を添付して下さい。入力内容を確認したら「次の画面へ進

む」で次のページの入力作業を続けて下さい。入力作業を中断する場合は「入力内容を一時保存する」をクリ

ックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8. 申請内容の入力 

 

  

入力内容を保存する場合はここを

クリックして下さい。 
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（6） 全ての項目の入力完了後、申請内容の確認画面が表示されます。内容に不備が無いか確認後、「次の画面へ

進む」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

・ 

 

 

図 9. 申請内容入力 

 

 

クリックして下さい。 
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（7） 認定通知書の受け取り方法選択画面が表示されますので、窓口による受取、郵送での受け取りを選択してく

ださい。選択後、「金額確認画面へ進む」をクリックして下さい。 

※ 郵送希望の場合は、宛先を記入したレターパックの提出が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10. 受け取り方法確認画面 

 

（8） 申請内容に応じた金額を確認後、「確認画面へ進む」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11. 金額確認画面 

  

クリックして下さい。 

クリックして下さい。 
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（9） 入力内容の確認画面が表示されますので、確認後、「送信」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1２. 入力内容確認画面 

 

  

クリックして下さい。 
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（10） 送信完了画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1３. 送信完了画面 

 

（11） 入力されたメールアドレスあてに【受付完了】メールが届きます。 

※ 受付完了メールに付番されている「受付番号」は、審査を踏まえた補正依頼や問合せの際に必要となる番号

ですので、メールの保存、受付番号を控える等して、申請物件と整合ができるようにして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1４. 受付完了メール（イメージ） 

 

 

 

 

 

  

受付 
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3．【認定申請】書類追加指示への対応、申請手数料納入 

（1） 受付完了後、書類の追加指示がある場合は、申請内容の修正依頼メールが届きますので、添付の URLにアク

セスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12. 【受付完了】メールの例 

※上記は届出のメール例になります。通知の場合は受領書・通知済シールのみとなります。 

図 1５. 申請内容修正依頼メール（イメージ） 

 

（2） 添付 URL にアクセスし、マイページにログインすると下記のページが表示されますので、修正依頼の内容に従

って必要な修正を行い、再度申請を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1６. 申請内容修正依頼ページ（イメージ） 

URLにアクセスします。 
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（3） 書類のデータ確認が終了した段階で、支払い内容確定のご案内が送付されます。URL から、支払い処理を進

めてください。 

※支払いが完了した段階で受付となります。この時点で着工済みとならないよう、審査期間を踏まえて余裕の

ある申請をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1７.  支払い内容確定のご案内メール（イメージ） 

 

  

URLにアクセスします。 
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4．【完了報告】届出方法 

（1） ２．（１）と同様の方法で、「長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書」の届出フォ

ームを開きます。必要事項を記入し、「次の画面へ進む」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

・ 

 

 

図 1８. 【完了報告】入力画面１ 

  

クリックして下さい。 
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（2） 引き続き必要事項、書類の添付を行い、「確認画面へ進む」をクリックして下さい。  

 

 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

図 1９.  【完了報告】入力画面２ 

  

クリックして下さい。 
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（3） 入力内容確認画面が表示されますので、確認のうえ、問題がなければ「送信」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

図２０. 【完了報告】入力内容確認画面 

 

（4） 登録アドレスに送信完了のメールが届きます。届出の内容に応じて、補正を求める場合がありますので、補正の

依頼があった場合には３．（１）～（２）と同様に対応の上、再度届出をお願いいたします。  

 

（5） 確認が終了しましたら、登録アドレスに確認後の完了報告の副本がデータ送付されますので、保管をお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

図２１． 【完了報告】確認完了メール（イメージ） 
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5. 問い合わせ先 

仙台市公式ホームページにおいて「システムに関するよくある質問」や「システム利用の推奨環境」を公開しております

ので、ご活用下さい。 

仙台市電子申請サービスの利用について｜仙台市 (city.sendai.jp) 

 

 
 

 

【せんだいオンライン申請サービスに関するお問い合わせ】 

まちづくり政策局 BPR推進課 

仙台市青葉区二日町 12-26二日町第三仮庁舎 3階 

電話番号：022-214-3094 

 

【長期優良住宅法に基づく認定申請等の手続きに関するお問い合わせ】 

若林区役所 建設部 街並み形成課 建築指導係 

電話：022-282-1111（代表） 

 


